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農家のための事業承継セミナーを開催  

― 事業承継・相続に係る税金について知って備える ― 
 

久留米普及指導センターでは、生産者の経営力向上のため、管内の農業振興協議会

（市・町・農協・共済組合・普及指導センターで構成）と協力して、毎年研修会を開催してい

ます。今年は、次代を担う生産者の円滑な事業承継をテーマに、参加を呼びかけました。 

1月28日に開催した研修会では、生産者と関係機関合わせて４０名を超える出席があり、

講師のひかり税理士法人の中村浩幸税理士から、①事業承継 ②相続税 ③もめないため

に出来ること ④新・事業承継税制を中心に講義を受けました。 

参加者から「実例があり分かりやすかった」、「前もって準備が必要であると実感した」、

「個別に相談を受けたい」等の声がありました。 

久留米普及指導センターは、今後も生産者の経営力向上のための取組を、関係機関と連

携して、継続して行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱心に受講する生産者 

 

問い合わせ  TEL  0942-47-5101 

             FAX  0942-47-5105 

ホームページ 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4705101/html 
 

野菜花き課  花き係 


